
料金表（令和元年１０月１日ご利用分より） 
 
下記に記載の料金表は、サービス利用に係る基本的な額を記載したものです。実際にお支

払いいただく金額は、利用者負担の割合、個別加算該当、負担限度額認定の有無及び利用者

負担額の減免等により異なりますので、詳細については担当者に直接お問い合わせ下さい。 
  
（１）居住費及び食費 

＜居住費の所得段階別負担限度額＞                    

1 日あたり 負 担 限 度 額 
基準費用額 

第 ４ 段 階 
利用者負担 

第 １ 段 階 

利用者負担 

第 ２ 段 階 

利用者負担 

第 ３ 段 階 

従来型個室 320 円 420 円 820 円 1,171 円 

多床室（相部屋） 0 円 370 円 370 円 855 円 

＜食費の所得段階別負担限度額＞                     

1 日あたり 負 担 限 度 額 
基準費用額 

第 ４ 段 階 
利用者負担 

第 １ 段 階 

利用者負担 

第 ２ 段 階 

利用者負担 

第 ３ 段 階 

食費 300 円 390 円 650 円 1,392 円 

◆居住費・食費の料金は、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されて 

いる負担限度額をお支払いただきます。 

 
（２）基本料金 

【従来型個室 第４段階】 １日あたり 

１．利用者の要介護度と 

サービス利用料金 

要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５ 

5,590 円 6,270 円 6,970 円 7,650 円 8,320 円 

２．居室に係る自己負担額 1,171 円 1,171 円 1,171 円 1,171 円 1,171 円 

３．食事に係る自己負担額 1,392 円 1,392 円 1,392 円 1,392 円 1,392 円 

利用料金額合計 8,153 円 8,833 円 9,533 円 10,213 円 10,883 円 

 

【多床室（相部屋） 第４段階】 １日あたり 

１．利用者の要介護度と 

  サービス利用料金 

要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５ 

5,590 円 6,270 円 6,970 円 7,650 円 8,320 円 

２．居室に係る自己負担額 855 円 855 円 855 円 855 円 855 円 

３．食事に係る自己負担額 1,392 円 1,392 円 1,392 円 1,392 円 1,392 円 

利用料金額合計 7,837 円 8,517 円 9,217 円 9,897 円 10,567 円 



◆サービスの利用料金は利用者の要介護度に応じて異なります。 

◆利用者が短期入院又は外泊された場合にお支払いいただく１日あたりの利用料金は、

（１）記載の居住費と下記の外泊時費用となります。１ｹ月に６日を限度としてお支払

いただきます。（月をまたがる場合は、最大で１２日分まで加算されます。） 

 

外泊時費用 （１日あたり） 

サービス利用料金 2,460 円 

 

（３）加算料金 

（全利用者対象）                              １日あたり 

加算サービスの内容 初期加算 
看護体制加算 

サービス提供 

体制強化加算 

夜勤職員 

配置加算 
栄養マネジメ

ント加算 
(Ⅰ)ロ (Ⅱ)ロ (Ⅰ)イ (Ⅰ)ロ 

サービス利用料金 300 円 40 円 80 円 180 円 130 円 140 円 

 

加算サービスの内容 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

加算率 8.3％ 2.7％ 

（注） 

○介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は所定単位数（居住費、食費除く）に加算率８．３％を乗じた

額を利用料金に加算するものです。 

○介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）は、介護職員等の更なる処遇改善を図るため、所定単

位数（居住費、食費除く）に加算率２．７％を乗じた額を利用料金に加算するものです。 

 

（個別対応加算）                                   １日あたり 

加算サービスの内容 個別機能訓練加算 
療養食加算 

（1食あたり） 
看取り介護加算Ⅰ① 看取り介護加算Ⅰ② 看取り介護加算Ⅰ③ 

サービス利用料金 120 円 60 円 1,440 円 6,800 円 12,800 円 

（注） 

〇個別機能訓練加算は、機能訓練指導員が利用者ごとに、個別機能訓練計画を作成し、ご家

族等の同意を得て、機能訓練を行い、心身機能の維持に努めます。１日所定（上記）の費

用が加算になります。 

〇療養食加算は、利用者の病状等に応じて医師が発行する食事せんに基づき、年齢病状等に

対応した栄養量及び内容の有する治療食の献立表を作成し提供した場合に、１日３食を

限度として、１食あたり所定の費用が加算となります。 



〇看取り介護加算について 

当施設の嘱託医師が終末期であると判断した利用者について、利用者又はご家族等の

同意を得て、医師、看護師、介護職員等が共同して看取り計画書を作成し、当施設におい

て看取り介護を行った場合に、死亡日を含めて３０日を上限として料金が加算されるも

のです。 

・看取り介護加算①：死亡日以前４日以上３０日以下について算定 

・看取り介護加算②：死亡日の前日及び前々日について算定 

・看取り介護加算③：死亡日について算定 

なお、看取り介護を行う際には、当施設が定める「看取り介護に関する指針」に基づく

「看取り介護実施要領」を説明し、同意をいただきます。 

 


